
「石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金に係る審査等業務」 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

令和６年能登半島地震において、特に被害が甚大だった能登地域６市町（珠洲市、能

登町、輪島市、穴水町、志賀町及び七尾市をいう。以下同じ。）に所在する介護・障害

事業所等に対して、事業の継続・再開等に向けた介護・福祉人材の確保を支援するため、

当該補助金の交付に係る申請書等の審査、電話対応等の運営業務を適正かつ円滑に行う

ことを目的とする。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）業務名 

石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金に係る審査等業務 

（２）業務内容 

石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金に係る審査等業務委託仕様書

（以下「仕様書」という。）のとおり 

（３）委託期間 

契約締結の日から令和７年３月３１日まで 

（４）委託費用 

２０，０００千円以内（税込） 

 

３ 本プロポーザルへの応募資格 

次に掲げる要件をすべて満たした者とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 第 1項各号の規

定に該当しない者であること。 

（２）平成 10 年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に

係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者の必要な資格並びに資格審査

の申請時期及び方法等（平成９年石川県告示第 581 号）に基づき、企画提案書

の提出日現在において、競争入札参加資格を有すると認められた者であること

（県の指名停止の措置を受けている者を除く）。 

（３）石川県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税全般について、企画

提案書の提出日現在において滞納していない者であること。 



 

４ 募集方法 

石川県のホームページにプロポーザルを実施する旨の案内を掲載する。 

 

５ 委託業務に関する質問 

（１）受付期間 

令和６年６月２４日（月）１７ 時まで 

（２）受付方法 

別紙の質問票より、メールで行うこととする。 

※件名は「石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金に係る審査等業務

委託に関すること」とすること。 

送付先：メール fukushijinzai@pref.ishikawa.lg.jp 

（３）回答方法 

原則、令和６年６月２７日（木）までに県のホームページに掲載 

 

６ 委託業者選定方法 

本プロポーザルの申し込みがあった者から提出された企画提案書等に基づき書面審

査を行い、総合的に最も優れた提案をしたものを委託候補者とする。なお、必要に応じ

て追加の資料や説明を求める場合がある。 

※プレゼンテーションは実施しない。 

 

７ 参加申込書及び企画提案書の提出について 

本プロポーザルへの参加を申し込む者は、下記を提出すること。 

（１）提出書類 

① 業務委託プロポーザル審査参加申込書 

② 企画提案書（社名を記載しないこと） 

③ 経費見積書（２（４）の金額の範囲内で作成すること） 

④ 会社概要 

⑤ 業務実績（類似事業の受注実績が分かる資料） 

【提案書に盛り込むべき内容】 

ア 仕様書の内容を踏まえた具体的な運用体制(必須） 

（例）事務局の場所・広さ・レイアウト、必要な備品・設備、組織図、ライン



別及び月別の人員配置計画、個人情報漏洩対策・セキュリティ対策など 

イ 実効性のある業務スケジュール（必須） 

ウ 仕様書「４（３）イ」に記載する「事務マニュアル」の提案（提出は任意） 

介護・障害のうち、どちらか１つの分野の事務マニュアルのラフ案等 

エ その他、業務の効率化や経費節減等に資する独自提案（提出は任意） 

（２）提出方法 

電子メール 

※基本的に PDF ファイルでの提出とし、視認しやすいデザインで作成すること。

その他のファイル形式により提出したい場合は事前に県に相談すること。 

（３）提出先 

石川県健康福祉部厚生政策課（「１２ 提出・問合せ先」を参照） 

（４）提出期限 

令和６年７月３日（水）17 時（必着）  

（５）留意事項 

① 再委託先がある場合は、（１）②の企画提案書に、その業務内容及び再委託金

額を明記すること。 

② 提出書類は返却しない。 

③ 期日までに書類の提出がない場合は、プロポーザルへの参加を辞退したもの

とみなす。 

 

８ 審査方法等 

（１）審査方法 

審査員により、提出された企画提案書等の内容について、書面審査を総合的に行

い、委託候補者を決定する。 

※プロポーザル参加事業者が１者の場合、企画提案書等の審査により選考すると

ともに、業務を適切に実施できると判断した場合は、当該参加者を契約候補者

として選定する。 

（２）審査基準 

別紙「評価項目」のとおり 

（３）結果通知 

選定の有無に関わらず、後日審査結果を書面で通知する。なお、決定経緯及び決

定理由等に関する問い合わせには応じない。 



 

９ プロポーザルに係る失格要件 

以下に該当する者は、プロポーザル参加の資格を失う。 

ア 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

イ 仕様書に定める条件に従わない場合 

ウ あらかじめ審査に影響を与える恐れのある行為を行った場合 

エ その他公正な競争を妨げる恐れのある行為等を行い、または行おうとした場合 

 

１０ 契約締結について 

（１）審査で特定した最も優れた者から委託契約の締結交渉を行う。 

※企画提案の内容をもとに、実施内容の詳細や業務履行に必要な具体的な条件等の

協議・調整を行い、調整が整った場合に随意契約の手続きを行うものとする。 

（２）契約内容は、仕様書及び提案書に基づいて決定する。ただし、仕様書に変更が生

じる可能性があることから柔軟に対応すること。 

 

１１ スケジュール 

① 質問書提出期限：令和６年６月２４日 

② 質問回答期限：令和６年６月２７日 

③ 参加申込書提出期限：令和６年７月３日 

④ 企画提案書等提出期限：令和６年７月３日 

⑤ 審査結果通知：令和６年７月１０日以降 

⑥ 契約締結：令和６年７月１１日以降 

※都合によりスケジュールが変更となる場合があります。変更となる場合は、参加事

業者に連絡するものとします。 

 

１２ 提出先・問合せ先 

〒９２０－８５８０ 石川県金沢市鞍月１－１ 

石川県健康福祉部厚生政策課福祉人材・サービスグループ 河井 

 ＴＥＬ：０７６－２２５－１４１９ 

メール：fukushijinzai@pref.ishikawa.lg.jp 

 


